
 

 

   国立大学法人京都大学において障害者を教職員として雇用する場合の特例を定める規程 

 

第１条 この規程は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号。以下「障害者雇用

促進法」という。）の趣旨を踏まえ、京都大学に雇用される障害者について、国立大学法人京都大学事務職

員（特定業務）就業規則（平成２５年達示第５７号。以下「特定業務就業規則」という。）、国立大学法人

京都大学時間雇用教職員就業規則（平成１７年達示第３８号。以下「時間雇用就業規則」という。）及び国

立大学法人京都大学有期雇用教職員及び時間雇用教職員の雇用年齢上限後の雇用に関する特例を定める規

則（平成１８年達示第４９号。以下「再雇用特例規則」という。）の特例を定め、もって京都大学における

障害者の雇用を促進し、及びその安定を図ることを目的とする。 

第２条 この規程において「障害者」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障害

者手帳の交付を受けている者 

(2) 知的障害者 児童相談所、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第９条第６項に規定する知

的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「精

神保健福祉法」という。）第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者

雇用促進法第１９条に規定する障害者職業センターにより知的障害者と判定された者 

(3) 精神障害者 精神保健福祉法第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者 

第３条 障害者を事務職員（特定業務）として採用する場合における特定業務就業規則第３条第１項の規定

の適用については、同項中「３年以上の実務経験」とあるのは「前条の指導又は改善に関する事務を担え

る資質」とする。 

第４条 障害者を時間雇用教職員として雇用する場合（再雇用特例規則により時間雇用教職員として雇用す

る場合を含む。）における時間雇用就業規則第２条第１項の適用については、同項中「１週間の所定の勤務

時間が３０時間」とあるのは「１週間の所定の勤務時間が３８時間４５分」とし、時間雇用就業規則第３

条及び再雇用特例規則第３条に規定する雇用年齢並びに時間雇用就業規則第４条第２項ただし書及び第３

項の規定による通算雇用期間の上限については、当該障害者の健康状態、勤務の状況その他の事情を考慮

して必要と認める場合には、これを適用しないことができる。 

第５条 前条の規定により１週間の所定の勤務時間を３０時間を超えるものとして雇用した時間雇用教職員

が、労働契約法（平成１９年法律第１２８号）第１８条の規定により、期間の定めのない労働契約に転換

した後において第２条の要件を満たさなくなった場合は、前条（１週間の所定の勤務時間に係る部分に限

る。）の規定を準用する。この場合において「障害者」とあるのは「障害者等」と読み替える。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 


